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数
かず

あるスポーツの中
なか

でゴルフ競
きょう

技
ぎ

の大
おお

きな特
とく

徴
ちょう

の 1 つは、通
つう

常
じょう

、審
しん

判
ぱん

員
いん

が
立
た

ち会
あ

わないということです。このことは、ゴルフがフェアプレーを重
おも

んじる
スポーツであって、「ゴルファーはみな誠

せい

実
じつ

であり、故
こ

意
い

に不
ふ

正
せい

をおかす
者
もの

はいない」という基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

を表
あらわ

しています。またゴルフ規
き

則
そく

書
しょ

に
規
き

定
てい

されている罰
ばっ

則
そく

は、ゴルフ規
き

則
そく

を知
し

らなかったり過
か

失
しつ

によってその処
しょ

置
ち

を誤
あやま

ったプレーヤーに対
たい

して、競
きょう

技
ぎ

全
ぜん

体
たい

の公
こう

平
へい

さをはかる観
かん

点
てん

から決
き

められ
ています。つまり、ゴルファーの 1

ひ と り

人ひとりには、ゴルフ規
き

則
そく

を正
ただ

しく理
り

解
かい

し、
自
じ

主
しゅ

的
てき

に規
き

則
そく

を守
まも

ることが求
もと

められているのです。

ゴルフ規
き

則
そく

書
しょ

の裏
うら

表
びょう

紙
し

には、次
つぎ

のような言
こと

葉
ば

が記
しる

されています。

球
たま

はあるがままにプレーせよ
コースはあるがままにプレーせよ

それができないときは、最
もっと

もフェアと思
おも

う処
しょ

置
ち

をとる
最
もっと

もフェアと思
おも

う処
しょ

置
ち

をとるためには
ゴルフ規

き

則
そく

を知
し

る必
ひつ

要
よう

がある

ゴルフの基
き

本
ほん

は、「球
たま

もコースもあるがままでプレーする」ということです。
しかし、コース上

じょう

では、「あるがままでの状
じょう

態
たい

でプレー」できない状
じょう

況
きょう

にしば
しば遭

そう

遇
ぐう

します。例
たと

えば : 球
たま

が OB に飛
と

んでいったり、池
いけ

に入
はい

ったり、排
はい

水
すい

溝
こう

に入
はい

ったり、他
ほか

のプレーヤーが間
ま

違
ちが

って球
たま

を打
う

ってしまったり…等
とう

々
とう

。その
ような場

ば

合
あい

には、最
もっと

もフェアと思
おも

う処
しょ

置
ち

をとってプレーを続
つづ

けるべきです。そ
してそのためには、ゴルフ規

き

則
そく

を知
し

っておく必
ひつ

要
よう

があるのです。

ゴルフ規
き そ く

則の本
ほんしつ

質と精
せいしん

神について
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本
ほんしょ

書について

本
ほん

書
しょ

は、（財）日
に

本
ほん

ゴルフ協
きょう

会
かい

発
はっ

行
こう

の「ゴルフ規
き

則
そく

」から一
いち

部
ぶ

を抜
ばっ

粋
すい

し、ゴルファー
の皆

みな

様
さま

に知
し

っておいていただきたい基
き

礎
そ

知
ち

識
しき

を簡
かん

単
たん

にまとめたものです。本
ほん

文
ぶん

中
ちゅう

には、対
たい

応
おう

するゴルフ規
き

則
そく

の項
こう

目
もく

番
ばん

号
ごう

を記
しる

してあります。本
ほん

書
しょ

とゴルフ規
き

則
そく

書
しょ

を併
へい

用
よう

して、ゴルフをより深
ふか

く理
り

解
かい

していただければ幸
さいわ

いです。

◇項
こう

目
もく

番
ばん

号
ごう

の記
き

載
さい

例
れい

【D.~】→ゴルフ規
き

則
そく

第
だい

2 章
しょう

 用
よう

語
ご

の定
てい

義
ぎ

【R.~】→ゴルフ規
き

則
そく

第
だい

3 章
しょう

 プレーに関
かん

する規
き

則
そく

【付
ふ

則
そく

~】→付
ふ

属
ぞく

規
き

則
そく

◇言
こと

葉
ば

の使
つか

い方
かた

について
ゴルフ規

き

則
そく

書
しょ

には、言
こと

葉
ば

の使
つか

い方
かた

で次
つぎ

のような差
さ

があることを知
し

って
おいてください。（本

ほん

書
しょ

では必
かなら

ずしもこの言
こと

葉
ば

使
づか

いをしていません）
「~ することができる」・・・・・・・ 任

にん

意
い

「~ するべきである」・ ・・・・・・ 勧
かん

告
こく

「~しなければならない」・ ・・・・ 指
さし

図
ず

、命
めい

令
れい

「~してはならない」・ ・・・・・・ 禁
きん

止
し

同
おな

じ「球
たま

」という言
こと

葉
ば

でも、下
か

記
き

の 2 つの表
ひょう

示
じ

では意
い

味
み

が異
こと

なります。
球
たま

・・・・・・・・・ 他
ほか

の球
たま

に取
と

り替
か

えることはできません。
球
たま

（太
ふと

字
じ

）・ ・・・・ 他
ほか

の球
たま

に取
と

り替
か

えることができます。

また、画
かく

一
いつ

的
てき

に規
き

定
てい

された競
きょう

技
ぎ

場
じょう

で行
おこな

われる競
きょう

技
ぎ

とは異
こと

なり、ゴルフ場
じょう

は
ひとつとして同

おな

じコースはありません。従
したが

って、基
き

本
ほん

的
てき

なルールの他
ほか

に、
それぞれのコースに応

おう

じたローカルルールが規
き

定
てい

されています。スタート
前
まえ

に、そのコースのローカルルールを必
かなら

ず確
かく

認
にん

しておくようにしましょう。

※ 本
ほん

書
しょ

はストロークプレーを想
そう

定
てい

して編
へん

集
しゅう

してあります。

contents

ルール編
へ ん

エチケット編
へ ん
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エ
チ
ケ
ッ
ト
編

contents

他
ほか

のプレーヤーに迷
めいわく

惑をかけない

ゴルフ規
き

則
そく

書
しょ

の第
だい

1 章
しょう

「エチケット」
には、ゴルフのマナーについてのガ
イドラインが規

き

定
てい

されています。エ
チケットに関

かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

えは、
コース上

じょう

にいる他
ほか

の人
ひと

に対
たい

しても
常
つね

に心
こころ

をくばるべきということであり、
礼
れい

儀
ぎ

正
ただ

しさとスポーツマンシップを
常
つね

に示
しめ

しながら洗
せん

練
れん

されたマナーで
立
た

ちふるまうことこそが、正
まさ

にゴルフ
の精

せい

神
しん

であることを理
り

解
かい

しておいて
ください。そして、すべてのプレ ー
ヤーがゴルフを最

さい

大
だい

限
げん

に楽
たの

しむこと
ができるように、これらのエチケット

をしっかりと守
まも

ってください。
ゴルフ規

き

則
そく

書
しょ

には、エチケットに関
かん

するガイドラインに違
い

反
はん

した場
ば

合
あい

の
個
こ

別
べつ

の罰
ばっ

則
そく

は明
めい

記
き

されていません。
しかし、プレーヤーがラウンド中

ちゅう

こ
のガイドラインを無

む

視
し

して絶
た

えず他
ほか

のプレーヤーの迷
めい

惑
わく

になるようなこ
とをするなど、エチケットに関

かん

する
重
じゅう

大
だい

な違
い

反
はん

があった場
ば

合
あい

、委
い

員
いん

会
かい

はそのプレーヤーを競
きょう

技
ぎ

失
しっ

格
かく

とする
こともあり得

え

るということを覚
おぼ

えてお
いてください。【R.33-7】

1.はじめに

エチケット編
へん

ハンディキャップ編
へ ん
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この冊
さ っ し

子に掲
けいさい

載されている事
こと

は、（財）日
に ほ ん

本ゴルフ協
きょうかい

会発
はっこう

行の「ゴルフ規
き そ く

則」並
なら

びに「JGA ハンディキャップ規
き て い

定」から一
い ち ぶ

部を抜
ばっすい

粋し、簡
かんたん

単に解
かいせつ

説したものです。
詳
くわ

しくは、「2009 年
ね ん ど

度ゴルフ規
き て い

則」並
なら

びに「JGA ハンディキャップ規
き て い

定」をご覧
らん

く
ださい。JGAホームページ（http://www.jga.or.jp）にも掲

けいさい

載されています。
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エ
チ
ケ
ッ
ト
編

2.安
あ ん ぜ ん

全の確
か く に ん

認 3.他
ほ か

のプレーヤーに対
た い

する心
こころ

くばり
コース上

じょう

では、プレーヤーは常
つね

に安
あん

全
ぜん

の確
かく

認
にん

をしておくべきです。

●ストロークや練
れん

習
しゅう

スイングをする
場
ば

合
あい

、次
つぎ

のことを必
かな

ずよく確
たし

かめて
おくこと。

イ�近
ちか

くに誰
だれ

も人
ひと

がいないかどうか。
ロ�クラブや、球

たま

や石
いし

、砂
じゃ

利
り

、木
き

の小
こ

枝
えだ

などが飛
と

んでいって当
あ

たりそうな場
ば

所
しょ

に誰
だれ

も人
ひと

がいないかどうか。

●他
ほか

のプレーヤーがストロークする
ときには、その前

ぜん

方
ぽう

に出
で

てはなら
ない。

●前
まえ

の組
くみ

のプレーヤーたちが球
たま

の届
とど

く範
はん

囲
い

外
がい

に出
で

るまでは、プレーを
始
はじ

めてはならない。
●打

う

った球
たま

が誰
だれ

か人
ひと

に当
あ

たる危
き

険
けん

性
せい

のある方
ほう

向
こう

に飛
と

んでいった場
ば

合
あい

、プレ ーヤーはすぐに大
おお

声
ごえ

で
「フォー !!」と知

し

らせること。

コース上
じょう

では、他
ほか

のプレーヤーの邪
じゃ

魔
ま

になるようなことをしてはなりません。

●むやみに動
うご

いたり、話
はなし

をしたり、不
ふ

必
ひつ

要
よう

に音
おと

を立
た

てたりしてはならない。
●コース内

ない

には携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

を持
も

ち込
こ

ま
ないこと。

●ティーインググラウンドでは自
じ

分
ぶん

の
打
だ

順
じゅん

となるまでティーアップしては
ならない。

●他
ほか

のプレーヤーがプレーを始
はじ

め
ようとしているときに、そのプレー
ヤーの球

たま

の近
ちか

くや真
ま

後
うし

ろ、あるい
はホールの真

ま

後
うし

ろに立
た

ったりして
はならない。

●パッティンググリーン上
じょう

では、他
ほか

の
プレーヤーのパットの線

せん

上
じょう

に立
た

っ
たり、パットの線

せん

上
じょう

に影
かげ

を落
お

とした
りしてはならない。

近
ちか

くに人
ひと

がいないか確
かく

認
にん

プレーヤーの前
ぜん

方
ぽう

に
出
で

ない

人
ひと

に当
あ

たる危
き

険
けん

性
せい

のある場
ば

合
あい

は
「フォー！！」

動
うご

いたり
音
おと

を立
た

てない
真
ま

後
うし

ろに
立
た

たない

コース内
ない

には携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

を
持
も

ち込
こ

まない

パットの
線
せん

に影
かげ

を落
お

とさない
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ゴルフ規
き

則
そく

書
しょ

にも「不
ふ

当
とう

の遅
ち

延
えん

;ス
ロープレー」に関

かん

する規
き

定
てい

が明
めい

記
き

さ
れているように【R.6-7】、プレーヤー
は不

ふ

当
とう

に遅
おく

れることなくプレーしなく
てはなりません。スロープレーは同

どう

伴
はん

競
きょう

技
ぎ

者
しゃ

のみならず、後
こう

続
ぞく

の組
くみ

でプ
レーするすべてのプレーヤーに迷

めい

惑
わく

をかける重
じゅう

大
だい

なエチケット違
い

反
はん

であ
り、場

ば

合
あい

によっては競
きょう

技
ぎ

失
しっ

格
かく

になりま
す。【R.33-7】以

い

下
か

の点
てん

に注
ちゅう

意
い

して、
絶
ぜっ

対
たい

にスロープレーを避
さ

けるように
常
つね

に心
こころ

がけてください。

●前
まえ

の組
くみ

に遅
おく

れないようについて行
い

く
ことは、その組

くみ

全
ぜん

員
いん

の責
せき

任
にん

である。

●トラブルや球
たま

の捜
そう

索
さく

などで前
まえ

の組
くみ

との間
かん

隔
かく

があいた場
ば

合
あい

には、走
はし

る
など、速

すみ

やかに間
かん

隔
かく

を詰
つ

めるよう
努
つと

めること。

※球
たま

の捜
そう

索
さく

は5 分
ふん

以
い

内
ない

【D.33】

●自
じ

分
ぶん

のプレーする順
じゅん

番
ばん

になったら、
すぐプレーできるように準

じゅん

備
び

してお
くこと。

●紛
ふん

失
しつ

球
きゅう

や OBの可
か

能
のう

性
せい

がある場
ば

合
あい

には、時
じ

間
かん

節
せつ

約
やく

のため暫
ざん

定
てい

球
きゅう

を
プレーすること。

●落
らく

雷
らい

の恐
おそ

れがある場
ば

合
あい

や、急
きゅう

病
びょう

の
場
ば

合
あい

などを除
のぞ

いて、プレーの中
ちゅう

断
だん

は許
ゆる

されません（前
まえ

の組
くみ

との間
かん

隔
かく

があいているのに、茶
ちゃ

屋
や

で休
やす

むな
ど）。

遅
おく

れたら「走
はし

る」

スロープレーに
ならないように全

ぜんいん

員で努
つと

めましょう

すぐプレーできるように準
じゅんび

備しておく

時
じ か ん

間節
せつやく

約のため暫
ざんていきゅう

定球をプレー 前
まえ

の組
くみ

と間
かんかく

隔があいていたら
茶
ち ゃ や

屋で休
やす

まない

4.プレーのペース
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5.コースの保
ほ ご

護
すべてのプレーヤーが公

こう

平
へい

にプレー
できるよう、プレーヤーはコースを傷

きず

つけたり、また汚
よご

したりしないように
常
つね

に注
ちゅう

意
い

しなければなりません。

●バンカー内
ない

の足
あし

跡
あと

や穴
あな

はプレー
ヤー自

じ

身
しん

がならすこと。
●ストロークで切

き

り取
と

った芝
しば

の跡
あと

（ディボット跡
あと

）は、必
かなら

ず入
にゅう

念
ねん

に直
なお

すこと。

●パッティンググリーン上
じょう

のボール
マーク（球

たま

の衝
しょう

撃
げき

によるグリーン面
めん

の損
そん

傷
しょう

）は、必
かなら

ず入
にゅう

念
ねん

に直
なお

すこと。
　（※スパイクマークは同

おな

じ組
くみ

のプ
レーヤー全

ぜん

員
いん

がそのホールのプ
レーを終

おえ

えた後
あと

に直
なお

す。）
●スパイクや旗

はた

竿
ざお

、クラブ、球
たま

の取
とり

り
扱
あつか

いなどによって、グリーン面
めん

や
ホールを傷

きず

つけないこと。

●練
れん

習
しゅう

スイングで芝
しば

を傷
きず

つけないこと。
●煙

た ば こ

草の吸
す

い殻
がら

、ガム、紙
かみ

くずなどを
投
な

げ捨
す

てたり、唾
つば

を吐
は

くことは厳
げん

禁
きん

。
●どんな理

り

由
ゆう

であっても、クラブヘッド
を地

じ

面
めん

に叩
たた

きつけるなど、不
ふ

必
ひつ

要
よう

な行
こう

為
い

でコースを損
そん

傷
しょう

しないこと。
●ゴルフカートの運

うん

転
てん

に関
かん

する注
ちゅう

意
い

事
じ

項
こう

を厳
げん

守
しゅ

すること。

バンカーならしは自
じ ぶ ん

分で！

入
にゅうねん

念にディボット跡
あと

を
直
なお

しましょう

ボールマークの直
なお

し方
かた

（正
ただ

しく直
なお

してグリーン保
ほ ご

護に努
つと

めましょう）

クラブを地
じ め ん

面に叩
たた

きつけるなど、
不
ふ ひ つ よ う

必要な行
こ う い

為でコースを傷
きず

つけない

切
き

り取
と

ったターフを
元
もと

に戻
もど

す。

ディボット跡
あと

を目
め つ ち

土で埋
う

め、足
あし

で平
たい

らにならす。

根
ね

を切
き

らないように芝
しば

を中
ちゅうおう

央に寄
よ

せる 持
も

ち上
あ

げると根
ね

が切
き

れてしまう
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いて助
じょ

言
げん

することを言
い

います。ただし、
規
き

則
そく

や、2 点
てん

間
かん

の距
きょ

離
り

、ハザードの
位
い

置
ち

やホールの位
い

置
ち

などの情
じょう

報
ほう

はア
ドバイスとはなりません。

●ラウンド中
ちゅう

、プレーヤーは下
か

記
き

のこ
とをしてはなりません。【R.8-1】
a. �パートナーを除

のぞ

き、競
きょう

技
ぎ

に参
さん

加
か

している人
ひと

にアドバイスを与
あた

え
ること。

b. �自
じ

分
ぶん

のキャディー、パートナー、
そのキャディー以

い

外
がい

の人
ひと

にアド
バイスを求

もと

めること。

※�パートナーとはフォアボール、フォアサ
ム、ベストボールなどのゲームでの味

み

方
かた

の
プレーヤーのことで、ストロークプレーの
同
どう

伴
はん

競
きょう

技
ぎ

者
しゃ

のことではありません。【D.11、
D.16、D.41】

◇ クラブについて
●クラブは14 本

ほん

まで持
も

ってスタート
することができます。またコースで
プレーしている他

ほか

のプレーヤーか
ら借

か

りることはできません。【R.4-4】
●クラブの長

なが

さ（全
ぜん

長
ちょう

）は 18 インチ 
（45.72cm）以

い

上
じょう

で48インチ（121. 
92cm）を超

こ

えてはい けません。 
（パターは18インチ以

い

上
じょう

であれば
良
よ

い。）【付
ふ

則
そく

II】

◇ 球
たま

について
●球

たま

はあるがままの状
じょう

態
たい

でプレーし
なければなりません。規

き

則
そく

で許
ゆる

され
ている場

ば

合
あい

を除
のぞ

いて、ホールアウト
するまで球

たま

に触
ふれ

れてはいけません。
【R.1、R.13】

●もし、球
たま

がプレーに適
てき

さないほど傷
いた

んでいる（規
き

則
そく

が認
みと

める範
はん

囲
い

）場
ば

合
あい

は、マーカーもしくは同
どう

伴
はん

競
きょう

技
ぎ

者
しゃ

に
調
しら

べる機
き

会
かい

を与
あた

えた上
うえ

で、無
む

罰
ばつ

で
別
べつ

の球
たま

に取
と

り替
か

えて元
もと

の位
い

置
ち

に

プレースできます。【R.5-3】
●自

じ

分
ぶん

の正
せい

球
きゅう

をプレーする責
せき

任
にん

は
プレーヤー自

じ

身
しん

にあります。自
じ

分
ぶん

の球
たま

を識
しき

別
べつ

するために必
かなら

ずマーク
（名

な

前
まえ

など）をつけましょう。これ
を怠

おこた

ると、自
じ

分
ぶん

の正
せい

球
きゅう

がわからなく
なった場

ば

合
あい

に不
ふ

利
り

な判
はん

定
てい

を受
う

ける
場
ば

合
あい

があります。【R.6-5、R.12-2】

◇ ティーについて
●ティーの定

てい

義
ぎ

は次
つぎ

のとおり。【D.55】
a. �全

ぜん

長
ちょう

4インチ（10.16cm）以
い

下
か

でなければならない。
b. �プレーの線

せん

を示
しめ

す形
けい

状
じょう

のもので
あってはならない。

c. �球
たま

の動
うご

きに影
えい

響
きょう

を与
あた

えるような
ものであってはならない。

◇ ラウンド中
ちゅう

に使
し

用
よう

できない機
き

器
き

●ラウンド中
ちゅう

は、次
つぎ

のものを使
つか

っては
いけません。【R14-3】
a. �ストロークしたりプレーする上

うえ

で、
プレーヤーの援

えん

助
じょ

になるような

もの（スイング補
ほ

助
じょ

具
ぐ

など）。
b. �距

きょ

離
り

や状
じょう

況
きょう

を測
はか

る目
もく

的
てき

のもの 
（距

きょ

離
り

測
そく

定
てい

器
き

、コンパス、水
すい

準
じゅん

器
き

など）。ただし、距
きょ

離
り

測
そく

定
てい

器
き

に限
かぎ

り、ローカルルールでその使
し

用
よう

を許
ゆる

すことができます。
c. �クラブを握

にぎ

る上
うえ

でプレーヤーの
援
えん

助
じょ

となるもの（特
とく

殊
しゅ

な加
か

工
こう

が
なされている手

て

袋
ぶくろ

など）。

●クラブのヘッドで正
ただ

しく球
たま

を打
う

たな
ければなりません。押

お

し出
だ

したり、
掻
か

き寄
よ

せたり、すくい上
あ

げたりして
はいけません。【R.14-1】

●ストローク中
ちゅう

に下
か

記
き

のような援
えん

助
じょ

を受
う

けてはいけません。【R.14-2】
a. �物

ぶつ

理
り

的
てき

援
えん

助
じょ

や風
ふう

雨
う

などを避
さ

け
るための保

ほ

護
ご

を他
ほか

の人
ひと

から受
う

けること。
b. �自

じ

分
ぶん

のキャディー、パートナーま
たはそのキャディーを、プレー
の線

せん

やパットの線
せん

の球
たま

の後
こう

方
ほう

延
えん

長
ちょう

線
せん

上
じょう

またはその近
ちか

くに位
い

置
ち

さ
せること。

アドバイスとはプレー上
じょう

の決
けつ

断
だん

やク
ラブの選

せん

択
たく

、ストロークの方
ほう

法
ほう

につ

ルール編
へん

1. 道
ど う ぐ

具について

2.球
た ま

の打
う

ち方
か た

3.アドバイス

クラブは
14本

ほん

まで

ペンなどでボール
に識

しきべつ

別マークを
つけておく

アドバイスは求
もと

めても
与
あた

えてもルール違
い は ん

反

8番
ばん

アイアン
だよ

何
なんばん

番で

打
う

ったの？
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●スルーザグリーン【D.59】:次
つぎ

に示
しめ

す
ものを除

のぞ

いたコース内
ない

のすべての
場
ば

所
しょ

をいいます。
a. �プレー中

ちゅう

のホールのティーイング
グラウンドとパッティンググリーン。

b. �コース内
ない

の全
すべ

てのハザード
●ハザード【D.25】:バンカーとウォー

ターハザード（ラテラルウォーター
ハザードを含

ふく

む）をいいます。ハ
ザード内

ない

では、球
たま

をストロークする
前
まえ

に次
つぎ

のことをしてはなりません。
【R.13-4】

a. �ハザードの状
じょう

態
たい

をテストすること。
b. �ハザード内

ない

の地
じ

面
めん

や、ウォーター
ハザード内

ない

の水
みず

に手
て

やクラブで
触
ふ

れること。
c. �ハザード内

ない

にあるルースインペ
ディメントに触

ふ

れたり、それを動
うご

かすこと。
●パッティンググリーン【D.44】:パッ

ティングのために特
とく

別
べつ

に作
つく

られた
場
ば

所
しょ

で、球
たま

の一
いち

部
ぶ

でもパッティング
グリーンに触

ふ

れている場
ば

合
あい

、その
球
たま

はパッティンググリーン上
じょう

にある

●一
いち

番
ばん

初
はじ

めのホールではティーショッ
トの打

だ

順
じゅん

は組
くみ

合
あわ

せ表
ひょう

の順
じゅん

番
ばん

か、そ
れがなければジャンケンやくじ引

び

きなどで決
けっ

定
てい

します。【R.10】
●ティーショットした後

あと

は、ホールから
遠
とお

い球
たま

から順
じゅん

にプレーします。その
ホールで一

いち

番
ばん

打
だ

数
すう

の少
すく

ない人
ひと

が、
次
つぎ

のホールでは一
いち

番
ばん

初
はじ

めにティー
ショットを打

う

ちます。【D.28】

ゴルフ規
き

則
そく

では、コースを下
か

記
き

の箇
か

所
しょ

に分
わ

けて明
めい

記
き

しています。それぞれ
の場

ば

所
しょ

によって適
てき

用
よう

される規
き

則
そく

や救
きゅう

済
さい

方
ほう

法
ほう

が異
こと

なりますので、よく知
し

って
おいてください。

●ティー インググラウンド【D.56】:
ティーマーカーの後

こう

方
ほう

2クラブまで
の範

はん

囲
い

がティーインググラウンドで、
この中

なか

からティーショットをします。

4.プレーの順
じゅんばん

番

5.コース内
な い

の各
か く

名
めいしょう

称

球
たま

となります。
●目

もく

的
てき

外
がい

のグリーン【D.62】: 球
たま

が目
もく

的
てき

外
がい

のグリーン（他
ほか

のホールのパッ
ティンググリーン）に乗

の

った場
ば

合
あい

は、
ハザード内

ない

でもパッティンググリー
ン上

じょう

でもない場
ば

所
しょ

で、イ救
きゅう

済
さい

の
ニヤレストポイント（P.19 参

さん

照
しょう

）よ
り1クラブレングス以

い

内
ない

で、ロ救
きゅう

済
さい

のニヤレストポイントよりもホール
に近

ちか

づかない場
ば

所
しょ

に、拾
ひろ

い上
あ

げた

球
たま

をドロップしなければなりません。
【R.25-3】

●予
よ

備
び

グリーン【付
ふ

則
そく

IV】:「予
よ

備
び

グ
リーン」と「目

もく

的
てき

外
がい

のグリーン」は
同
どう

一
いつ

のものではありません。ただし
コース保

ほ

護
ご

の目
もく

的
てき

で、予
よ

備
び

グリー
ンからのプレーを禁

きん

止
し

するローカ
ルルールを制

せい

定
てい

しているコースが
ありますので、よく確

かく

認
にん

してください。

ハザード内
ない

では�
クラブをソール�
できない

パッティンググリーン
予
よ び

備グリーン

フェアウェイ

ラフ

ラフ

→

ティーイング
グラウンド

↓

ラテ

ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ザ
ー
ド

ボールが区
く い き な い

域内にあれば
体
からだ

が区
く い き が い

域外でもOK

バンカー

OB区
く い き

域

ウォーターハザード

OB杭
くい

OB杭
くい

OB区
く い き

域

バンカー

バンカー

バンカー

カ
ー
ト
道ど
う

ろ
路
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ゴルフ規
き

則
そく

に明
めい

記
き

されているよう
に、コース上

じょう

では、「球
たま

はあるがまま
の状
じょう

態
たい

でプレーしなければなりませ
ん」。【R.13】したがって、プレーヤー
は自

じ

分
ぶん

の球
たま

の位
い

置
ち

やライ、意
い

図
と

する
スタンスやスイングの区

く

域
いき

、プレー

の線
せん

や、その延
えん

長
ちょう

でホールを越
こ

え
た合

ごう

理
り

的
てき

な長
なが

さの部
ぶ

分
ぶん

、または球
たま

を
ドロップしたりプレースする場

ば

所
しょ

を、
以
い

下
か

の行
こう

為
い

によって改
かい

善
ぜん

してはなり
ません。

自
し

然
ぜん

物
ぶつ

で固
こ

定
てい

または生
せい

長
ちょう

していない
もので、球

たま

に付
ふ

着
ちゃく

していないものを
いいます。つまり、地

じ

面
めん

にくい込
こ

ん
でいない石

いし

、落
お

ちている木
こ

の葉
は

や枝
えだ

、
或
ある

いはミミズ、虫
むし

類
るい

、その他
た

類
るい

似
じ

の
ものや、その放

ほう

出
しゅつ

物
ぶつ

や堆
たい

積
せき

物
ぶつ

、動
どう

物
ぶつ

の糞
ふん

などで球
たま

に付
ふ

着
ちゃく

していないもの
です。ハザード以

い

外
がい

の場
ば

所
しょ

であれば、
そのルースインペディメントを取

と

り
除
のぞ

くことができます。（ハザード内
ない

で
は、ルースインペディメントを取

と

り除
のぞ

くことはできません。）【D.32、R.23】

ルースインペディメントを取
と

り除
のぞ

い
たことで球

たま

が動
うご

いた場
ば

合
あい

は、1 打
だ

の
罰
ばつ

を付
ふ

加
か

し、その球
たま

はリプレースさ
れなければなりません（パッティング
グリーン上

じょう

では一
いち

部
ぶ

例
れい

外
がい

あり）。
【R.23、R18-2a】

※�パッティンググリーン上
じょう

でルースインペ
ディメントを取

と

り除
のぞ

くときは、パットの線
せん

に
触
ふ

れることができる。【R.16-1a】
※�ハザード内

ない

で自
じ

分
ぶん

の球
たま

がルースインペ
ディメントに被

おお

われていると思
おも

われる場
ば

合
あい

、
球
たま

を確
かく

認
にん

できる程
てい

度
ど

に取
と

り除
のぞ

くことができ
る。【R.12-1】

●	生
せいちょうぶつ

長物や固
こ て い ぶ つ

定物を動
うご

かしたり、曲
ま

げたり、
折
お

ったり、壊
こわ

したりすること。

●	砂
すな

やバラバラの土
つち

、元
もと

に戻
もど

してある
ディボット、切

き

り張
ば

りした芝
しば

を取
と

り除
のぞ

いたり、押
お

し付
つ

けること。

●	地
じ め ん

面を盛
も

り上
あ

げたり凹
おうとつ

凸を直
なお

すこと。�
(ティーインググラウンドを除

のぞ

く)

●	露
つゆ

や霜
しも

、水
みず

を取
と

り除
のぞ

くこと。

6.球
た ま

はあるがままの状
じょうたい

態 7.ルースインペディメントとは

ルースインペディメント虫
むし

の死
し

がい

木
こ

の葉
は

木
き

の枝
えだ

木
き

の実
み

小
こ い し

石

虫
むし

の糞
ふん



18

ル
ー
ル
編

19

ル
ー
ル
編

に球
たま

がある場
ば

合
あい

は、ハザード内
ない

でも
パッティンググリーン上

じょう

でもない場
ば

所
しょ

で、イ救
きゅう

済
さい

のニヤレストポイントより
1クラブレングス以

い

内
ない

で、ロ救
きゅう

済
さい

の
ニヤレストポイントよりもホールに
近
ちか

づかない場
ば

所
しょ

に、拾
ひろ

い上
あ

げた球
たま

を
ドロップしなければなりません。
球
たま

がウォーターハザードの中
なか

に止
と

まっているか、または触
ふ

れている場
ば

合
あい

には、動
うご

かせない障
しょう

害
がい

物
ぶつ

からの救
きゅう

済
さい

を受
う

けることはできません。
下
か

記
き

のものは障
しょう

害
がい

物
ぶつ

ではありません。
a. �OBの境

きょう

界
かい

を示
しめ

している杭
くい

b. �OBにある動
うご

かせない人
じん

工
こう

の物
もの

（た
だし、OBにある、動

うご

かすことのでき
る人

じん

工
こう

の物
ぶっ

件
けん

は取
と

り除
のぞ

くことがで
きます。）

c. �委
い

員
いん

会
かい

がコースと不
ふ

可
か

分
ぶん

の部
ぶ

分
ぶん

と
指
し

定
てい

したもの

障
しょう

害
がい

物
ぶつ

とは、人
じん

工
こう

の物
もの

をいい、道
どう

路
ろ

や通
つう

路
ろ

の人
じん

工
こう

の表
ひょう

面
めん

と側
そく

面
めん

、及
およ

び人
じん

造
ぞう

の氷
こおり

を含
ふく

みます。【D.38】障
しょう

害
がい

物
ぶつ

には以
い

下
か

の2 種
しゅ

類
るい

があります。

● 動
うご

かせる障
しょう

害
がい

物
ぶつ

【R.24-1】
人
じん

工
こう

の物
もの

で動
うご

かせるもの（たばこ、
空
あ

き箱
ばこ

、紙
かみ

屑
くず

、バンカーレーキなど）
は、取

と

り除
のぞ

くことができます。取
と

り除
のぞ

く
際
さい

に球
たま

が動
うご

いたならば、無
む

罰
ばつ

でリプ
レースされなければなりません。

● 動
うご

かせない障
しょう

害
がい

物
ぶつ

【R.24-2】
人
じん

工
こう

の物
もの

でコースに設
せっ

置
ち

してあるも
のです（茶

ちゃ

屋
や

、ベンチ、樹
じゅ

木
もく

の支
し

柱
ちゅう

、
フェンス、舗

ほ

装
そう

道
どう

路
ろ

、スプリンクラー
ヘッド、マンホールなど）。動

うご

かせな
い障

しょう

害
がい

物
ぶつ

がスタンスやスイングの妨
さまた

げになる場
ば

合
あい

、罰
ばつ

なしに救
きゅう

済
さい

を受
う

け
ることができます。スルーザグリーン

救
きゅう

済
さい

のニヤレストポイントとは、動
うご

かせない障
しょう

害
がい

物
ぶつ

【R.24-2】や、異
い

常
じょう

なグラウンド状
じょう

態
たい

【R.25-1】、目
もく

的
てき

外
がい

のグリーン【R.25-3】による障
しょう

害
がい

から
罰
ばつ

なしに救
きゅう

済
さい

を受
う

ける場
ば

合
あい

の起
き

点
てん

と
なる点

てん

をいいます。救
きゅう

済
さい

のニヤレス
トポイントは、次

つぎ

の条
じょう

件
けん

を満
み

たす所
ところ

で、球
たま

の止
と

まっている箇
か

所
しょ

に最
もっと

も近
ちか

いコース上
じょう

の一
いっ

点
てん

です。

ⅰホールに近
ちか

づかず、しかも
ⅱ�そこに球

たま

を置
お

けば、ストロークす
る時

とき

に救
きゅう

済
さい

を受
う

けようとしている
状
じょう

態
たい

による障
しょう

害
がい

がなくなる所
ところ

注:�救
きゅう

済
さい

のニヤレストポイントを正
せい

確
かく

に決
き

め
るためには、その物

もの

や状
じょう

態
たい

がなかったら
使
つか

っていたはずのクラブを持
も

ってアドレ
スポジションをとり、スイングしてみて決

き

めるべきです。【D.36】

8.障
しょうがいぶつ

害物とは 9.救
きゅうさい

済のニヤレストポイント

動
うご

かせる障
しょうがいぶつ

害物

雑
ざ っ し

誌

レーキ吸
す

い殻
がら

ペットボトル
ビン
カン

OB以
い が い

外のぬける標
ひょうじくい

示杭

茶
ち ゃ や

屋　　

樹
じゅもく

木の支
しちゅう

柱

マンホール

スプリンクラー
ヘッド

ベンチ
排
はいすいこう

水溝 舗
ほ そ う ど う ろ装道路

防
ぼ う ご

護金
かなあみ

網

動
うご

かせない障
しょうがいぶつ

害物

ティー
スコアコード

近
ちか

い 遠
とお

い

救
きゅうさい

済のニヤレストポイント
（右

みぎ

打
う

ちプレーヤーの場
ば あ い

合）

舗
ほ そ う ど う ろ

装道路

ニヤレストポイント

ドロップ可
か の う

能
エリア

球
たま

は道
ど う ろ

路中
ちゅうおう

央より右
みぎがわ

側にあるが、この場
ば あ い

合右
みぎ

打
う

ちプレーヤー
の救
きゅうさい

済のニヤレストポイントは道
ど う ろ

路の左
ひだりがわ

側になる。
ただし左

ひだり

打
う

ちのプレーヤーの場
ば あ い

合は道
ど う ろ

路の右
みぎがわ

側が近
ちか

いので、
救
きゅうさい

済のニヤレストポイントは道
ど う ろ

路の右
みぎがわ

側になる。
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球
たま

が止
と

まっている箇
か

所
しょ

を離
はな

れ他
ほか

の場
ば

所
しょ

に行
い

って止
と

まった時
とき

、その球
たま

は「動
うご

いた」ものとみなされます。【D.35】
もし、あなた自

じ

身
しん

や、あなたのキャ
ディーが誤

あま

ってあなたの球
たま

を動
うご

かし
た場

ば

合
あい

には、1罰
ばつ

打
だ

を加
くわ

え、リプレー
スしてプレーを続

つづ

けなければなりま
せん。【R.12】

●局
きょくがいしゃ

外者により:罰
ばつ

なしでリプレース
　【R.18-1】

●アドレス後
あと

に球
たま

が動
うご

く
　１罰

ば つ だ

打でリプレース【R.18-2b】
●	プレーヤーが球

たま

を動
うご

かす
　１罰

ば つ だ

打でリプレース【R.18-2a】

●同
どうはん

伴競
きょうぎしゃ

技者、そのキャディーまたはその携
けいたいひん

帯品により:罰
ばつ

なしに球
たま

はあるがままの
　状

じょうたい

態でプレー 【R.19-4】

●止
と

まっている他
ほか

の球
たま

により:罰
ばつ

なし
に、球

たま

はあるがままの状
じょうたい

態でプレー
【R.19-5a】�
※止

と

まっていた球
たま

はリプレース

●動
うご

いている他
ほか

の球
たま

により:罰
ばつ

なしに、
球
たま

はあるがままの状
じょうたい

態でプレー
　【R.19-5b】

●局
きょくがいしゃ

外者により:罰
ばつ

なしに、球
たま

はあるが
ままの状

じょうたい

態でプレー 【R.19-1】

球
たま

が「動
うご

いた」ものと
みなされるかどうか

動
うご

いたボール 戻
もど

った場
ば あ い

合は
動
うご

いたとみなされない

●プレーヤー自
じ し ん

身またはその携
けいたいひん

帯品に
より:1罰

ば つ だ

打を加
くわ

え、球
たま

はあるがままの
状
じょうたい

態でプレー
　【R.19-2】

11.動
う ご

いている球
た ま

が方
ほ う こ う

向を変
か

えられたり止
と

められた場
ば あ い

合10.止
と

まっている球
た ま

が動
う ご

かされた場
ば あ い

合
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アンプレヤブルとみなした場
ば

合
あい

は、プ
レーヤーは1 打

だ

の罰
ばつ

のもとに、以
い

下
か

のいずれかを選
せん

択
たく

し、処
しょ

置
ち

しなけれ
ばなりません。【R.28】

a.�プレーヤーが初
はじ

めの球
たま

を最
さい

後
ご

に
プレーした所

ところ

のできるだけ近
ちか

くで、
球
たま

をプレー。
b.�ホールと、球

たま

があった箇
か

所
しょ

を結
むす

んだ
線
せん

上
じょう

で、その箇
か

所
しょ

よりも後
こう

方
ほう

（いくら
さがってもよい）に、球

たま

をドロップ。
c.�その球

たま

があった箇
か

所
しょ

から2クラブレ
ングス以

い

内
ない

で、しかもホールに近
ちか

づ
かない所

ところ

に、球
たま

をドロップ。
なお、球

たま

がウォーターハザード内
ない

にあ
る場

ば

合
あい

はアンプレヤブルを選
せん

択
たく

する
ことはできません。

※�【R.28】に基
もと

づいて処
しょ

置
ち

する場
ば

合
あい

、球
たま

は
拾
ひろ

い上
あ

げてふくことができます。

ウォーターハザードとは、コース内
ない

の
海
うみ

、湖
みずうみ

、池
いけ

、川
かわ

、溝
みぞ

、排
はい

水
すい

路
ろ

（水
みず

の有
う

無
む

を問
と

わない）や、これらと同
どう

様
よう

のも
のです。（通

つう

常
じょう

、ウォーターハザード
の限

げん

界
かい

は黄
き

色
いろ

の杭
くい

または線
せん

、ラテラ
ルウォーターハザードの限

げん

界
かい

は赤
あか

色
いろ

の杭
くい

または線
せん

で標
ひょう

示
じ

されています。
その杭

くい

または線
せん

は、そのウォーターハ
ザード区

く

域
いき

内
ない

とします。）【D.29、D.60】

1. �ウォーターハザードに入った球
たま

は、
そのままプレーできればプレー
してもかまいません。この場

ば

合
あい

、手
て

やクラブでウォーターハザード内
ない

の水
みず

や、地
じ

面
めん

に触
ふ

れてはいけませ
ん。【R.13-4b】

2. �そのままプレーできない場
ば

合
あい

は
1 罰

ばつ

打
だ

を加
くわ

え、次
つぎ

のどちらかを
選
せん

択
たく

して、プレーを続
つづ

けることが
できます。【R.26-1】

a.�初
はじ

めの球
たま

を最
さい

後
ご

にプレーした所
ところ

の
できるだけ近

ちか

くで、球
たま

をプレー。A
b.�ホールと、初

はじ

めの球
たま

がウォーター
ハザ ードの限

げん

界
かい

を最
さい

後
ご

に横
よこ

切
ぎ

っ
た地

ち

点
てん

Bとを結
むす

んだ線
せん

上
じょう

で、その
ウォーターハザードの後

こう

方
ほう

（この
場
ば

合
あい

、距
きょ

離
り

に制
せい

限
げん

はありません）に、
球
たま

をドロップ。

a.を選
せん

択
たく

した場
ば

合
あい

、ティーインググラ
ウンドならばティーアップすることが
できます。【R.20-5】

12.紛
ふ ん し つ

失まはOB
（アウトオブバウンズ）

14.ウォーターハザード（ラテラルウォーター
ハザードを含

ふく

む）に入
はい

った球
たま

13.アンプレヤブル

OBの球
たま

アンプレヤブル
の処

し ょ ち

置

ウォーターハザード

a.
元
もと

に戻
もど

って
打
う

つ

b.
後
こうほう

方線
せんじょう

上に
ドロップ

B地
ち て ん

点
ウォーターハザード
との限

げんかいせん

界線を最
さ い ご

後
に横

よ こ ぎ

切った地
ち て ん

点

A地
ち て ん

点

水
すいぼつてん

没点

→

インバウンズの球
たま

白
しろくい

杭

OBゾーン

コース内
ない

白
しろくい

杭

ホールとB地
ち て ん

点を結
むす

んだ
後
こうほう

方線
せんじょう

上にドロップする
→

c.
2クラブレングス
以
い な い

内に
ドロップ

球
たま

がウォーターハザードの外
そと

で紛
ふん

失
しつ

したり、OBであった場
ば

合
あい

には、その
球
たま

を最
さい

後
ご

にプレーした所
ところ

のできるだ
け近

ちか

くから、1 罰
ばつ

打
だ

を加
くわ

えて球
たま

をプ
レーしなければなりません。

最
さい

後
ご

にプレーした所
ところ

が、
● �ティーインググラウンドの場

ば

合
あい

は、
ティーインググラウンドの区

く

域
いき

内
ない

か
らプレ ー（区

く

域
いき

内
ない

のどこからでも
プレーでき、ティーアップすること
もできます。）

● �スルーザグリーンやハザード内
ない

の
場
ば

合
あい

はドロップ。
● �パッティンググリーン上

じょう

の場
ば

合
あい

は 
プレ ー ス。【D.33、D.39、R.20-5、
R.27-1】
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ロップした球
たま

がそのラテラルウォー
ターハザードの限

げん

界
かい

を最
さい

後
ご

に横
よこ

切
ぎ

っ
た地

ち

点
てん

よりもホ ー ルに近
ちか

づいて止
と

まったときには、再
さい

ドロップしなけれ
ばなりません。【R.20-2c】

※球
たま

がハザードに入
はい

ったか否
いな

かについては
そのことが分

わ

かっているか、ほぼ確
かく

実
じつ

で
なければなりません。【R.26-1】

※球
たま

がハザードに入
はい

ったことがほぼ確
かく

実
じつ

で
ない時

とき

は、紛
ふん

失
しつ

球
きゅう

として扱
あつか

わなければな
りません。【R.27】

※【R.26-1】により処
しょ

置
ち

する際
さい

、球
たま

は拾
ひろ

い上
あ

げ
てふくことができます。

3. �ラテラルウォーターハザードの場
ば

合
あい

は、前
ぜん

記
き

2 の a. b. の処
しょ

置
ち

に加
くわ

えて、次
つぎ

のどちらかの地
ち

点
てん

から2ク
ラブレングス以

い

内
ない

のその地
ち

点
てん

より
ホールに近

たか

づかない所
ところ

で、しかも
ハザードの外

そと

側
がわ

に球
たま

をドロップし
てプレーを続

つづ

けることができます。
c ⅰ�その球

たま

がそのラテラルウ ォ ー
ターハザードの限

げん

界
かい

を最
さい

後
ご

に横
よこ

切
ぎ

った地
ち

点
てん

c ⅱ�その対
たい

岸
がん

の、ラテラルウォーター
ハザードの限

げん

界
かい

上
じょう

でホールから
同
おな

じ距
きょ

離
り

にある地
ち

点
てん

上
じょう

記
き

c ⅰ，ⅱのいずれの場
ば

合
あい

にも、ド

異
い

常
じょう

なグラウンド状
じょう

態
たい

とは、イカジュ
アルウォーターや、ロ修

しゅう

理
り

地
ち

、ハ穴
あな

掘
ほ

り動
どう

物
ぶつ

・爬
は

虫
ちゅう

類
るい

・鳥
ちょう

類
るい

が作
つく

ったコー
ス上

じょう

の穴
あな

・吐
は

き出
だ

したり掻
か

きだした
土
つち

・通
とお

り道
みち

のことをいいます。【D.1】

●�カジュアルウォーターとは、雨
あめ

の 後
あと

などにコース上
じょう

に見
み

える一
いち

時
じ

的
てき

な
水
みず

溜
たま

まりです。ウォーターハザード
内
ない

の水
みず

はカジュアルウォーターで
はありません。【D.12】

●�修
しゅう

理
り

地
ち

とは、コース上
じょう

の一
いち

部
ぶ

で 委
い

員
いん

会
かい

が修
しゅう

理
り

地
ち

として杭
くい

または線
せん

で
標
ひょう

示
じ

した区
く

域
いき

のことです。（修
しゅう

理
り

地
ち

を標
ひょう

示
じ

する杭
くい

または線
せん

は、その
修
しゅう

理
り

地
ち

の区
く

域
いき

内
ない

とします。）【D.22】
●�球

たま

がカジュアルウォーター、修
しゅう

理
り

地
ち

、または穴
あな

掘
ほ

り動
どう

物
ぶつ

などが作
つく

っ
た穴

あな

などに入
はい

ったり接
せっ

している場
ば

合
あい

や、スタンスの妨
さまた

げとなる場
ば

合
あい

には、罰
ばつ

なしにその球
たま

を拾
ひろ

い上
あ

げ
イ救

きゅう

済
さい

のニヤレストポイントより1
クラブレングス以

い

内
ない

で、ロ救
きゅう

済
さい

の
ニヤレストポイントよりもホールに
近
ちか

づかないで、その障
しょう

害
がい

を避
よ

けた
所
ところ

にドロップしなければなりません。
【D.10、R.25】

15.異
い じ ょ う

常なグラウンド状
じょうたい

態

ラテラルウォーター
ハザード

異
いじょう

常なグラウンド状
じょうたい

態

修
し ゅ う り ち

理地

穴
あな

堀
ほ

り動
どうぶつ

物

カジュアルウォーター

C(ii)地
ち て ん

点

C区
く い き

域

C区
く い き

域

1クラブレングスの
範
は ん い な い

囲内にドロップ

ラテラルウォーターハザードの場
ば あ い

合
Cⅰ地

ち て ん

点あるいは対
たいがん

岸のCⅱ地
ち て ん

点か
ら2クラブレングス以

い な い

内でかつホー
ルに近

ちか

づかない所
ところ

にドロップするこ
ともできます

Cⅰ地
ち て ん

点

←

←
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プレ ーした球
たま

が OBまたはウォー
ターハザードの外

そと

で紛
ふん

失
しつ

したかもし
れない場

ば

合
あい

、時
じ

間
かん

節
せつ

約
やく

のため、暫
ざん

定
てい

的
てき

に別
べつ

の球
たま

をプレーすることができ
ます。この場

ば

合
あい

、暫
ざん

定
てい

球
きゅう

をプレーす
ることをマーカーまたは同

どう

伴
はん

競
きょう

技
ぎ

者
しゃ

に告
つ

げなければなりません。また、プ
レーヤーが初

はじ

めの球
たま

を捜
さが

しに出
で

か
ける前

まえ

にプレーしなければなりませ
ん。それをしないで別

べつ

の球
たま

をプレー
すると、ストロークと距

きょ

離
り

の罰
ばつ

のもと
に、その球

たま

がインプレーとなり、初
はじ

め
の球

たま

は紛
ふん

失
しつ

球
きゅう

となります。【R.27-1】

ウォーターハザードに入ったかもし
れないが、ウォーターハザードの外

そと

で紛
ふん

失
しつ

した可
か

能
のう

性
せい

もあるという時
とき

には、暫
ざん

定
てい

球
きゅう

をプレーすることがで
きます。暫

ざん

定
てい

球
きゅう

をプレ ー する場
ば

所
しょ

がティーインググラウンドの場
ば

合
あい

は、
その区

く

域
いき

内
ない

にティーアップできます。
スルーザグリーンやハザード内

ない

の場
ば

合
あい

はドロップ、パッティンググリーン
上
じょう

の場
ば

合
あい

はプレースしなければなり
ません。【D.42、R.20-5、R.27-2】

もし、誤
ご

球
きゅう

をプレーした場
ば

合
あい

は、ス
トロークプレーでは 2 罰

ばつ

打
だ

を加
くわ

えて
自
じ

分
ぶん

の球
たま

（正
せい

球
きゅう

）を打
う

ち直
なお

さないと
競
きょう

技
ぎ

失
しっ

格
かく

となります。誤
ご

球
きゅう

をプレー
した打

だ

数
すう

は計
けい

算
さん

されません。【D.61、
R.15-3b】
誤
ご

球
きゅう

でプレーされた球
たま

の持
も

ち主
ぬし

は、
誤
ご

球
きゅう

のプレーが最
さい

初
しょ

に起
お

きた箇
か

所
しょ

に球
たま

をプレースしなければなりませ
ん。誤

ご

球
きゅう

をプレーしないよう自
じ

分
ぶん

の
球
たま

にはマークをつけておきましょう。
【R.6-5、R.12-2】

●�ドロップは、プレーヤー自
じ

身
しん

が真
ま

っ
直
す

ぐに立
た

ち、球
たま

を肩
かた

の高
たか

さに持
も

って
腕
うで

を伸
の

ばしたままドロップしなけれ
ばなりません。【R.20-2a】

●�ドロップした球
たま

は、下
か

記
き

ⅰ ~ ⅶ の
場
ば

合
あい

、罰
ばつ

なしに再
さい

ドロップしなけれ
ばなりません。再

さい

ドロップした球
たま

が、
再
ふたた

び下
か

記
き

ⅰ ~ ⅶのいずれかの場
ば

所
しょ

に転
ころ

がっていった場
ば

合
あい

、再
さい

ドロッ
プしたとき球

たま

がコース上
じょう

に最
さい

初
しょ

に
落
お

ちた箇
か

所
しょ

にできるだけ近
ちか

い所
ところ

に、プレースしなければなりません。
【R.20-2c】

ⅰハザード内
ない

に転
ころ

がり
　込

こ

んで止
と

まった場
ば あ い

合

ⅱハザード内
ない

から転
ころ

がり
　出

で

てハザードの外
そとがわ

側に
止
と

まった場
ば あ い

合

18.球
た ま

をドロップする方
ほ う ほ う

法16.暫
ざんていきゅう

定球

17.誤
ご き ゅ う

球

暫
ざんていきゅう

定球

ドロップの方
ほうほう

法

暫
ざんて

いきゅ
う

定球打
う ちます

※	ドロップした球
たま

が地
じ め ん

面に落
お

ちる前
まえ

、また
は落

お

ちた後
あと

に身
か ら だ

体や携
けいたいひん

帯品に触
ふ

れた場
ば

合
あい

は、再
さい

ドロップしなければなりません。
（その際

さい

の再
さい

ドロップについては、回
かいすう

数
に制

せいげん

限はありません。）

林
はやしの方

ほうに行
い ったよ
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●�下
か

記
き

の場
ば

合
あい

を除
のぞ

き、自
じ

分
ぶん

のパット 
の線

せん

に触
ふ

れることはできません。
【D.31、R.16-1a】

ⅰ�ルースインペディメントなどを取
と

り
除
のぞ

くとき。【D.32】
ⅱ�アドレスの際

さい

にクラブを球
たま

の前
まえ

に
置
お

くとき。（なにも押
お

さえつけるこ
となく）【D.2】

ⅲ�どちらの球
たま

がホールから遠
とお

いかを
測
そく

定
てい

するとき。【R.18-6】
ⅳ�球

たま

を拾
ひろ

い上
あ

げているとき。【R.16-1b】
ⅴ�ボールマーカーを押

お

さえつけるとき。
ⅵ�古

ふる

いホールの埋
うめ

跡
あと

やボールマーク
を修
しゅう

理
り

しているとき。【R.16-1c】
ⅶ�動

うご

かせる障
しょう

害
がい

物
ぶつ

を取
と

り除
のぞ

いてい
るとき。【D.38、R.24-1】

●�パッティンググリーン上
じょう

の球
たま

の位
い

置
ち

は、球
た

を拾
ひろ

い上
あ

げる前
まえ

にマークし
なければなりません。拾

ひろ

い上
あ

げた
球
たま

はふくことができます。また、球
たま

は元
もと

の位
い

置
ち

に正
ただ

しくリプレースされ
なければなりません。【R.16-1b】

●�古
ふる

いホールの埋
うめ

跡
あと

やボールマーク
（球

たま

の落
らっ

下
か

でできたへこみ）は、修
しゅう

理
り

することができます。上
じょう

記
き

以
い

外
がい

の
パッティンググリーン面

めん

の損
そん

傷
しょう

は、
そのホールでの続

つづ

いてのプレーで
プレーヤーの援

えん

助
じょ

となるかもしれ
ないときには、どのようなものも修

しゅう

理
り

することはできません。その組
くみ

全
ぜん

員
いん

のプレ ーが終
しゅう

了
りょう

してから修
しゅう

理
り

するようにしましょう。【R.16-1c】

ⅲ�パッティンググリーン上
じょう

に転
ころ

がり込
こ

んで�
止
と

まった場
ば あ い

合
ⅳ�アウトオブバウンズへ転

ころ

がり出
で

て�
止
と

まった場
ば あ い

合

ⅴ�動
うご

かせない障
しょうがいぶつ

害物や修
し ゅ う り ち

理地などから�
の救

きゅうさい

済のためにドロップした球
たま

が、�
再
ふたた

びその様
よう

な所
ところ

に転
ころ

がり戻
もど

って�
止
と

まった場
ば あ い

合

ⅶ�次
つぎ

の地
ち て ん

点よりもホールに�
近
ちか

づいた地
ち て ん

点に止
と

まった場
ば あ い

合

ⅵ�最
さいしょ

初にコース上
じょう

に落
お

ちた箇
か し ょ

所から、�
2クラブレングス以

いじょう

上転
ころ

がって�
止
と

まった場
ば あ い

合

19.パッティンググリーン上
じょう

では

パットの線
せん

に触
ふ

れることはできない
自
じ ぶ ん

分のパットの線
せん

に触
ふ

れると２罰
ば つ だ

打

a.元
もと

の位
い ち

置【R.20-2b】
b.救

きゅうさい

済のニヤレストポイントや最
さいだいげん

大限の救
きゅうさい

済
を受

う

けられる最
もっと

も近
ちか

い箇
か し ょ

所

c.初
はじ

めの球
たま

が限
げんかい

界を最
さ い ご

後に横
よこ

切
ぎ

った地
ち て ん

点

ラテラル
ウォーターハザード
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●�球
たま

を転
ころ

がしたり、こすったり、引
ひ

っ掻
か

 
いたりしてパッティンググリーン
面
めん

をテストする事
こと

はできません。
【R.7-1b、R.16-1d】

●�パットの線
せん

やその後
こう

方
ほう

線
せん

をまたい
だり、踏

ふ

むようなスタンスでストロー
クしてはいけません。【R.16-1e】

●�他
ほか

の球
たま

がパッティンググリーン上
じょう

で
ストロークされて動

うご

いている間
あいだ

は、
プレーヤーはストロークしてはい
けません。【R.16-1f】

●�自
じ

分
ぶん

のキャディー以
い

外
がい

の人
ひと

からパッ
ティングラインの指

し

示
じ

を受
う

けること
はできません。また、ストローク中

ちゅう

はラインを示
しめ

すことはできません。
【R.8-2b】

●�別
べつ

の球
たま

が邪
じゃ

魔
ま

になる場
ば

合
あい

は、マー
クして取

と

り除
のぞ

くことができます。パッ
ティンググリーン上

じょう

でプレーした球
たま

が、パッティンググリーン上
じょう

にある

別
べつ

のインプレーの球
たま

に当
あ

たると、当
あ

てた競
きょう

技
ぎ

者
しゃ

が 2 打
だ

の罰
ばつ

を受
う

けます。
【R.19-5】

●�ストロークプレーではパットの省
しょう

略
りゃく

（OK）はできません。
●�球

たま

の一
いち

部
ぶ

がホールの縁
ふち

にかかって
いるときは、不

ふ

当
とう

に遅
おく

れることなく
ホールに歩

あゆ

み寄
よ

る時
じ

間
かん

と更
さら

に10秒
びょう

間
かん

待
ま

つことができます。その間
あいだ

に球
たま

がホールに落
お

ち込
こ

まなかったときは、
停
てい

止
し

した球
たま

とみなしてプレーを続
つづ

け
なければなりません。【R.16-2】

下
か

記
き

のものに球
たま

を当
あ

てると2 罰
ばつ

打
だ

を
加
くわ

え、球
たま

の止
と

まった所
ところ

からプレーを
続
つづ

けなければなりません。【R.17-3】

●�人
ひと

が付
つ

き添
そ

っていたり、取
と

り除
のぞ

いて
いたり、さし上

あ

げていた旗
はた

竿
ざお

。

●�旗
はた

竿
ざお

に付
つ

き添
そ

っていたり、さし上
あ

げ
ている人

ひと

。
●�球

たま

がパッティンググリーン上
じょう

でスト
ロークされた場

ば

合
あい

で、ホールの中
なか

に立
た

っていて人
ひと

に付
つ

き添
そ

われてい
なかった旗

はた

竿
ざお

。

自
じ ぶ ん

分のキャディー
以
い が い

外にラインの指
し

示
じ

を受
う

けられない

別
べつ

の球
たま

に当
あ

てたら2罰
ば つ だ

打

必
かなら

ずホールアウトしましょう

２罰
ば つ だ

打を加
くわ

え、球
たま

の止
と

まった所
ところ

からプレー

20.旗
は た ざ お

竿
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アマチュアゴルファーとは、ゴルフを報
ほう

酬
しゅう

や営
えい

利
り

を目
もく

的
てき

としないスポーツと
してプレーする人

ひと

をいいます。【アマチュア資
し

格
かく

D.1】
下
か

記
き

はアマチュア資
し

格
かく

規
き

則
そく

に違
い

反
はん

する主
おも

な行
こう

為
い

です。

◇賞
しょう

品
ひん

●賞
しょう

金
きん

を目
もく

的
てき

にゴルフをプレーすること。
●小

こ

売
うり

価
か

格
かく

75,000 円
えん

を超
こ

える賞
しょう

品
ひん

や賞
しょう

品
ひん

券
けん

を受
う

け取
と

ること。（ジュニア
競
きょう

技
ぎ

では 50,000 円
えん

）
※賞

しょう

品
ひん

券
けん

には交
こう

換
かん

賞
しょう

品
ひん

が明
めい

示
じ

されていなければならない。

●賞
しょう

品
ひん

や賞
しょう

品
ひん

券
けん

を換
かん

金
きん

すること。

◇費
ひ

用
よう

●ゴルフ競
きょう

技
ぎ

でプレーするための費
ひ

用
よう

を受
う

け取
と

ること。
例
れい

外
がい

:
a.�家

か

族
ぞく

や保
ほ

護
ご

者
しゃ

から経
けい

費
ひ

を受
う

け取
と

る場
ば

合
あい

。
b.�ジュニアに限

げん

定
てい

された競
きょう

技
ぎ

に出
しゅつ

場
じょう

する場
ば

合
あい

。
c.�国

くに

、地
ち

区
く

、都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

、倶
く

楽
ら

部
ぶ

、その他
た

類
るい

似
じ

の団
だん

体
たい

の代
だい

表
ひょう

としてチ ーム
競
きょう

技
ぎ

や強
きょう

化
か

合
がっ

宿
しゅく

に参
さん

加
か

する場
ば

合
あい

。

◇その他
た

●ギャンブル行
こう

為
い

を行
おこな

うこと。
●ゴルフで得

え

た名
めい

声
せい

を利
り

用
よう

すること。
●ゴルフ技

ぎ

術
じゅつ

の指
し

導
どう

を行
おこな

って、報
ほう

酬
しゅう

を受
う

け取
と

ること。
●アマチュアは、プロフェッショナルツアーの登

とう

録
ろく

者
しゃ

であってはならない。

◇アマチュア資
し

格
かく

復
ふっ

帰
き

手
て

続
つづ

き
アマチュア資

し

格
かく

を喪
そう

失
しつ

しているプレーヤーがアマチュアに復
ふっ

帰
き

するために
は申

しん

請
せい

を行
おこな

う必
ひつ

要
よう

があります。

プレ ー ヤ ー 自
じ

身
しん

の 行
こう

為
い

がアマ チュア資
し

格
かく

に抵
てい

触
しょく

するかどうか は、 
まず「ゴルフ規

き

則
そく

書
しょ

のアマチュア資
し

格
かく

規
き

則
そく

」または JGA ホームページ
（http://www.jga.or.jp）に掲

けい

載
さい

されている「アマチュア資
し

格
かく

規
き

則
そく

に関
かん

す
る「ローハンディキャップ」ゴルファーのための手

て

引
び

き」をお読
よ

みください。

※詳
くわ

しくは2010年
ねん

度
ど

版
ばん

「ゴルフ規
き

則
そく

書
しょ

」216頁
ページ

~233頁
ページ

をご覧
らん

下
くだ

さい。

21.（財）日
に ほ ん

本ゴルフ協
きょうかい

会アマチュア資
し か く

格規
き そ く

則
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( 財 )日
に

本
ほん

ゴルフ協
きょう

会
かい

（以
い

下
か

JGA）は全
ぜん

国
こく

のゴルファーのハンディキャップを公
こう

正
せい

にし
て客
きゃっ

観
かん

的
てき

な方
ほう

法
ほう

で算
さん

定
てい

することにより、年
ねん

齢
れい

、性
せい

別
べつ

、技
ぎ

量
りょう

の異
こと

なる者
もの

同
どう

士
し

が対
たい

等
とう

に
競
きょう

技
ぎ

を楽
たの

しめるようにしたもので、日
に

本
ほん

で唯
ゆい

一
いつ

のオフィシャルハンディキャップです。

JGA加
か

盟
めい

ゴルフ倶
く

楽
ら

部
ぶ

及
およ

び各
かく

地
ち

区
く

連
れん

盟
めい

又
また

は各
かく

都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

ゴルフ競
きょう

技
ぎ

団
だん

体
たい

のハンディ
キャップ委

い

員
いん

会
かい

が「JGAハンディキャップ規
き

定
てい

」によって算
さん

定
てい

したJGAハンディキャッ
プ証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

給
きゅう

する場
ば

合
あい

は、証
しょう

明
めい

書
しょ

に「JGAハンディキャップ」と明
めい

記
き

されています。

⑴�JGA公
こう

認
にん

のコースレーティングのあるコースで、ゴルフ規
き

則
そく

に基
もと

づいてプレーした
18ホールのスコアカードであれば、すべてのスコアカードが有

ゆう

効
こう

です。
⑵�提

てい

出
しゅつ

するスコアカードの有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

は2年
ねん

間
かん

です。
⑶�ハンディキャップ計

けい

算
さん

に必
ひつ

要
よう

なスコアカードの提
てい

出
しゅつ

枚
まい

数
すう

は、過
か

去
こ

2年
ねん

間
かん

にプレ ー
したスコアカードのうち、最

さい

新
しん

のスコアカード10枚
まい

です。10枚
まい

以
い

上
じょう

提
てい

出
しゅつ

した場
ば

合
あい

はプレー日
び

の古
ふる

い順
じゅん

に無
む

効
こう

となり、常
つね

に新
あたら

しい10枚
まい

が有
ゆう

効
こう

となります。

いつも公
こう

正
せい

なハンディキャップでプレーすることがプレーヤーの義
ぎ

務
む

です。そのた
めにも、スコアの良

よ

し悪
あ

しにかかわらず、プレー終
しゅう

了
りょう

後
ご

にはそのつど発
はっ

給
きゅう

を受
う

ける
ホームクラブ又

また

は、連
れん

盟
めい

、各
かく

都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

競
きょう

技
ぎ

団
だん

体
たい

へのスコアカードの提
てい

出
しゅつ

を心
こころ

掛
が

け
ましょう。
☆�ハンディキャップはプレーヤー自

じ

身
しん

が求
もと

めるべきものであり、いかなるプレー
ヤーも自

じ

分
ぶん

のプレー結
けっ

果
か

を記
しる

したスコアカードを提
てい

出
しゅつ

しないでハンディキャップ
を受

う

ける権
けん

利
り

は与
あた

えられていません。

⑴�各
かく

スコアカードのスコアを※ストローク・コントロールして修
しゅう

正
せい

します。

※�ストローク・コントロールとは、ハンディキャップ算
さん

定
てい

のために本
ほん

規
き

定
てい

の公
こう

式
しき

に従
したが

って、そ
のプレーヤーのJGAハンディキャップに応

おう

じて、1ホールのスコアに上
じょう

限
げん

を定
さだ

めて調
ちょう

整
せい

す
ることをいいます。

ストローク・コントロールの方
ほうほう

法

JGAハンディキャップ 1ホールのスコアの限
げ ん ど

度

プラス~0.4
すべてのホールで1オーバー・パーを限

げ ん ど

度とする。
(2オーバー・パー以

いじょう

上は、すべて1オーバー・パー
に切

き

り下
さ

げる。)

0.5~18.4
そのプレーヤーの左

さ き

記数
す う ち

値を小
しょうすうてん

数点以
い か

下第
だい

1位
い

を
四
し し ゃ ご に ゅ う

捨五入した数
す う ち

値と同
どうすう

数までは、2オーバー・パーを
限
げ ん ど

度とする。
残
のこ

りは1オーバー・パーを限
げ ん ど

度とする。

18.5~36.4
そのプレーヤーの左

さ き

記数
す う ち

値を小
しょうすうてん

数点以
い か

下第
だい

1位
い

を
四
し し ゃ ご に ゅ う

捨五入した数
す う ち

値から18を引
ひ

いた数
かず

と同
どうすう

数までは、
3オーバー・パーを限

げ ん ど

度とする。
残
のこ

りは2オーバー・パーを限
げ ん ど

度とする。

36.5~50.0
そのプレーヤーの左

さ き

記数
す う ち

値を小
しょうすうてん

数点以
い か

下第
だい

1位
い

を
四
し し ゃ ご に ゅ う

捨五入した数
す う ち

値から36を引
ひ

いた数
かず

と同
どうすう

数までは、
4オーバー・パーを限

げ ん ど

度とする。
残
のこ

りは3オーバー・パーを限
げ ん ど

度とする。

⑵�各
かく

スコアカードについての※ディファレンシャルを算
さん

出
しゅつ

します。

※�ディファレンシャルとは、ストロークコントロールした修
しゅう

正
せい

スコアと、そのスコアを出
だ

した
コースのJGAコースレーティングの差

さ

をいいます。

【例
れい

】ストロークコントロールした修
しゅう

正
せい

スコア90、JGAコースレーティング
が70.2の場

ば

合
あい

のディファレンシャルの出
だ

し方
かた

90 ー 70.2=19.8
ディファレンシャルは 19.8 になります。

ハンディキャップ編
へん

5.ハンディキャップの計
け い さ ん

算

1.JGAハンディキャップとは

2.JGAハンディキャップの発
はっきゅう

給

3.JGAハンディキャップ計
けいさん

算に有
ゆうこう

効なスコアカードの提
ていしゅつ

出

4.すべてのスコアカード提
ていしゅつ

出が義
ぎ む

務
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⑶ �10 枚
まい

のスコアカードの中
なか

でディファレンシャルの最
もっと

も低
ひく

いスコアカード
5 枚

まい

を用
もち

いて計
けい

算
さん

します。

⑷�まず 5 枚
まい

のスコアカードのディファレンシャルの平
へい

均
きん

を計
けい

算
さん

します。

⑸�算
さん

出
しゅつ

したディファレンシャル平
へい

均
きん

値
ち

に「0.96」を乗
じょう

じ、小
しょう

数
すう

点
てん

以
い

下
か

第
だい

2 位
い

を四
し

捨
しゃ

五
ご

入
にゅう

した小
しょう

数
すう

点
てん

以
い

下
か

第
だい

1 位
い

の数
すう

値
ち

が、プレーヤーの「JGAハンディ
キャップ」です。

⑹�初
はじ

めて「JGA ハンディキャップ」を取
しゅ

得
とく

する場
ば

合
あい

は、最
さい

初
しょ

にハンディキャッ
プ 50.0としてストローク・コントロールしたスコアで計

けい

算
さん

し、仮
かり

のハンディ
キャップを出

だ

します。その仮
かり

ハンディキャップを基
もと

に、改
あらた

めてストローク・
コントロールして算

さん

定
てい

します。

ストローク・コントロールの実
じつれい

例（男
だ ん し

子コースレート70.2・女
じ ょ し

子コースレート75.3の場
ば あ い

合）

Hdcp15.4 の場
ば あ い

合 (2オーバー・パーは15ホールまで、残
のこ

りは1オーバー・パーを限
げ ん ど

度とする)

ホール

パー

スコア

ESC

1

5

7

×

2

4

4

3

3

4

4

4

7

⑥

5

4

6

×

6

3

3

7

4

4

8

4

7

⑥

9

5

5

OUT

36

47

45

10

4

6

×

11

4

4

12

5

8

⑦

13

3

4

14

4

7

⑥

15

4

4

16

4

5

17

3

3

18

5

5

TOTAL

72

93

89

I N

36

46

44

( 男
だ ん し

子 ) ESC (89) ーコース・レート(70.2) = ディファレンシャル (18.8)
( 女
じ ょ し

子 ) ESC (89) ーコース・レート(75.3) = ディファレンシャル (13.7)

上
じょう

記
き

それぞれのクラス別
べつ

のハンディキャップ 15.4、29.8、38.0 の人
ひと

のスト
ローク・コントロールの方

ほう

法
ほう

を示
しめ

しました。

(注 )�×印
じるし

は許
ゆる

されるオーバー・パーのホール�
 ○数

すう

字
じ

はストローク・コントロールされた数
すう

字
じ

�
ESC(Equitable Stroke Control)は公

こう

正
せい

なストローク・コントロールの略
りゃく

Hdcp29.8 の場
ば あ い

合 (3オーバー・パーは12ホールまで、残
のこ

りは2オーバー・パーを限
げ ん ど

度とする)

ホール

パー

スコア

ESC

1

5

9

⑧

2

4

6

3

3

4

4

4

5

5

4

7

×

6

3

4

7

4

8

⑦

8

4

5

9

5

8

×

OUT

36

56

54

10

4

5

11

4

6

12

5

8

×

13

3

3

14

4

8

⑦

15

4

5

16

4

4

17

3

6

×

18

5

9

⑧

TOTAL

72

110

106

I N

36

54

52

( 男
だ ん し

子 ) ESC (106) ーコース・レート(70.2) = ディファレンシャル (35.8)
( 女
じ ょ し

子 ) ESC (106) ーコース・レート(75.3) = ディファレンシャル (30.7)

Hdcp38.0 の場
ば あ い

合 (4オーバー・パーは2ホールまで、残
のこ

りは3オーバー・パーを限
げ ん ど

度とする)

ホール

パー

スコア

ESC

1

5

9

×

2

4

8

×

3

3

7

⑥

4

4

6

5

4

6

6

3

4

7

4

6

8

4

6

9

5

6

OUT

36

58

57

10

4

6

11

4

6

12

5

9

⑧

13

3

5

14

4

8

⑦

15

4

6

16

4

7

17

3

4

18

5

7

TOTAL

72

116

113

I N

36

58

56

( 男
だ ん し

子 ) ESC (113) ーコース・レート(70.2) = ディファレンシャル (42.8)
( 女
じ ょ し

子 ) ESC (113) ーコース・レート(75.3) = ディファレンシャル (37.7)

複
ふく

数
すう

の倶
く

楽
ら

部
ぶ

に所
しょ

属
ぞく

するプレーヤーは、その中
なか

の1つの倶
く

楽
ら

部
ぶ

をホームク
ラブと指

し

定
てい

し、その倶
く

楽
ら

部
ぶ

で正
ただ

しいハンディキャップ査
さ

定
てい

を受
う

けてください。
ハンディキャップが変

へん

動
どう

した時
とき

は、速
すみ

やかに他
ほか

の所
しょ

属
ぞく

倶
く

楽
ら

部
ぶ

へ報
ほう

告
こく

し、ハン
ディキャップ改

かい

正
せい

を申
もう

し出
で

ましょう。また、ホームクラブを変
へん

更
こう

する場
ば

合
あい

は、新
しん

旧
きゅう

の倶
く

楽
ら

部
ぶ

に速
すみ

やかに届
とど

け出
で

ることが必
ひつ

要
よう

です。

6.JGAハンディキャップ証
しょうめいしょ

明書の有
ゆ う こ う き か ん

効期間

7.複
ふ く す う

数の倶
く ら ぶ

楽部に所
し ょ ぞ く

属するプレーヤー

JGA ハンディキャップ証
しょう

明
めい

書
しょ

の有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

は 6 ヶ
か

月
げつ

とします。
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“ゴルファーは自
じ

分
ぶん

の現
げん

在
ざい

のゴルフ技
ぎ

量
りょう

を公
こう

式
しき

な標
ひょう

準
じゅん

規
き

定
てい

に基
もと

づくハン
ディキャップで示

しめ

す責
せき

任
にん

がある”ということになります。したがって意
い

図
と

的
てき

に実
じつ

力
りょく

より多
おお

い、あるいは少
すく

ないハンディキャップや、または正
せい

確
かく

な自
じ

分
ぶん

のハン
ディキャップを示

しめ

す努
ど

力
りょく

を怠
おこた

っているプレーヤーは、すべて他
ほか

のプレーヤー
に迷

めい

惑
わく

をかけ、競
きょう

技
ぎ

意
い

欲
よく

を喪
そう

失
しつ

させてしまい、ゴルフの精
せい

神
しん

でいう誠
せい

実
じつ

さに
欠
か

けていると言
い

わざるを得
え

ません。
現
げん

状
じょう

ではプレーの規
き

則
そく

に対
たい

する倫
りん

理
り

観
かん

とはかなり違
ちが

うゴルファーが多
おお

いと
言
い

えます。ただし人
ひと

によっては、自
じ

分
ぶん

は家
か

族
ぞく

や特
とく

定
てい

の仲
なか

間
ま

とマッチプレーし
かやらないから公

こう

式
しき

のハンディキャップは不
ふ

要
よう

と考
かんが

える人
ひと

もおりますので、こ
れらの人

ひと

も含
ふく

めて不
ふ

誠
せい

実
じつ

と言
い

っているわけではありません。しかし多
おお

くのゴル
ファーは、クラブ競

きょう

技
ぎ

や不
ふ

特
とく

定
てい

の人
ひと

達
たち

との競
きょう

技
ぎ

に参
さん

加
か

する機
き

会
かい

を有
ゆう

してい
るわけですから正

ただ

しいハンディキャップを示
しめ

す責
せき

任
にん

はあると考
かんが

えるべきです。
JGA ハンディキャップ規

き

定
てい

では、その発
はっ

給
きゅう

に当
あ

たって最
さい

低
てい

10 枚
まい

のラウンドス
コアカードの提

てい

出
しゅつ

を義
ぎ

務
む

づけていますが、何
なに

より大
たい

切
せつ

なことは “自
じ

分
ぶん

の現
げん

在
ざい

の正
ただ

しいハンディキャップを示
しめ

す責
せき

任
にん

” について “プレーの規
き

則
そく

を守
まも

る”こと
と同

おな

じレベルの倫
りん

理
り

観
かん

をもつべきということでしょう。

以
い

上
じょう

に属
ぞく

するプレーヤーは等
ひと

しく「JGA ハンディキャップ」を取
しゅ

得
とく

する権
けん

利
り

を有
ゆう

します。これらのいずれにも属
ぞく

していないプレーヤーは「JGA ハンディ
キャップ」の取

しゅ

得
とく

はできません。詳
くわ

しくは ( 財 ) 日
に

本
ほん

ゴルフ協
きょう

会
かい

又
また

は各
かく

地
ち

区
く

ゴルフ連
れん

盟
めい

にお問
と

い合
あ

わせください。

9.「ゴルフの精
せいしん

神」の視
し て ん

点からハンディキャップ規
き て い

定を見
み

ると

10. マッチプレーにおけるハンディキャップについて
マッチプレーにおけるハンディキャップは、両

りょう

者
しゃ

の差
さ

をハンディキャップとし、
ハンディキャップホール No. に用

もち

います。例
たと

えばハンディキャップ 3.1と10.5
のプレーヤーの場

ば

合
あい

、両
りょう

者
しゃ

の差
さ

7.4 の小
しょう

数
すう

点
てん

以
い

下
か

第
だい

1 位
い

を四
し

捨
しゃ

五
ご

入
にゅう

した7
をハンディキャップホール No.7までに用

もち

いて各
かく

ホールの勝
か

ち負
ま

けを決
き

めま
す。3/4 ハンディキャップを採

さい

用
よう

する場
ば

合
あい

は、ハンディキャップの差
さ

に3/4を
乗
じょう

じ、小
しょう

数
すう

点
てん

第
だい

1 位
い

を四
し

捨
しゃ

五
ご

入
にゅう

した数
かず

のホールをハンディキャップホールと
しますが、JGAでは両

りょう

者
しゃ

のハンディキャップの差
さ

の 100％を推
すい

奨
しょう

しています。

マッチングカードの方
ほう

法
ほう

は、委
い

員
いん

会
かい

が定
さだ

めたアウトまたはインの9ホールズを
比
ひ

較
かく

し、最
もっと

も成
せい

績
せき

の良
よ

い競
きょう

技
ぎ

者
しゃ

を優
ゆう

勝
しょう

者
しゃ

とする方
ほう

法
ほう

です。ハンディキャップ・
ストロークプレーでこの方

ほう

法
ほう

を用
もち

いる場
ば

合
あい

は、マッチングするホール数
すう

に応
おう

じてフル・ハンディキャップの 1/2、または 1/3 か 1/6とすべきで、ハンディ
キャップは小

しょう

数
すう

点
てん

第
だい

3 位
い

を四
し

捨
しゃ

五
ご

入
にゅう

し小
しょう

数
すう

点
てん

第
だい

2 位
い

までを表
ひょう

示
じ

します。

距
きょ

離
り

のみならず高
こう

低
てい

差
さ

、グリーンのアンジュレーション、ハザードの難
むずか

しさな
どを総

そう

合
ごう

的
てき

に数
すう

値
ち

で評
ひょう

価
か

したもので、スクラッチプレーヤー（Hdcp0.0）が
仮
かり

に10 回
かい

プレーした場
ば

合
あい

の平
へい

均
きん

スコアに近
ちか

いものを想
そう

定
てい

しています。
コースレーティングは、ハンディキャップを査

さ

定
てい

するための、基
き

準
じゅん

定
てい

数
すう

もし
くは物

もの

差
さし

的
てき

な数
すう

値
ち

ですから、倶
く

楽
ら

部
ぶ

のグレードや良
よ

し悪
あ

しには全
まった

く関
かん

係
けい

あ
りません。

11.ハンディキャップ・ストロークプレー競
き ょ う ぎ

技での
マッチングスコアカード方

ほ う し き

式について

8.（財）日
に ほ ん

本ゴルフ協
きょうかい

会「JGAハンディキャップ」取
しゅとく

得について…

12.コースレーティングとは

⑴ JGA 加
か

盟
めい

団
だん

体
たい

（8 地
ち

区
く

連
れん

盟
めい

）
⑵ JGA 正

せい

会
かい

員
いん

（加
か

盟
めい

ゴルフ倶
く

楽
ら

部
ぶ

）
⑶ JGA 個

こ

人
じん

会
かい

員
いん

・ジュニア会
かい

員
いん

⑷ 都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

ゴルフ競
きょう

技
ぎ

団
だん

体
たい

⑸ ㈳日
に

本
ほん

パブリックゴルフ場
じょう

事
じ

業
ぎょう

協
きょう

会
かい

加
か

盟
めい

ゴルフ場
じょう

⑹ JGA が認
みと

めた組
そ

織
しき

・団
だん

体
たい
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ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
編

⑴�ゴルフ規
き

則
そく

にのっとり、JGAコースレーティングのあるコースでプレーした
18ホールズのスコアであれば、すべてのスコアが有

ゆう

効
こう

です。
⑵�アゲンスト・パー、ステーブル・フォード競

きょう

技
ぎ

などのスコアカ ードも、
全
ぜん

ホールのスコアが記
き

入
にゅう

してあれば有
ゆう

効
こう

です。
⑶�コンシード（OKされたパット）は 1ストロークとしてスコアに含

ふく

めてください。
⑷�ハンディキャップ査

さ

定
てい

の場
ば

合
あい

に提
てい

出
しゅつ

するスコアカードには、マーカーの
署
しょ

名
めい

がなくてもかまいません。
⑸�距

きょ

離
り

計
けい

測
そく

器
き

を用
もち

いて出
だ

したスコアは、JGA ハンディキャップ査
さ

定
てい

用
よう

として
受
じゅ

理
り

されます。

注)�但
ただ

し、距
きょ

離
り

の計
けい

測
そく

に加
くわ

え、プレーヤーのプレーに影
えい

響
きょう

する可
か

能
のう

性
せい

のあるその他
ほか

の状
じょう

況
きょう

�
（風

かざ

向
む

きや勾
こう

配
ばい

など）をも測
そく

定
てい

・計
けい

測
そく

できる機
き

能
のう

を併
あわ

せ持
も

った距
きょ

離
り

計
けい

測
そく

器
き

を使
し

用
よう

して出
だ

されたスコアは、たとえそうした機
き

能
のう

がオフになっていたり使
し

用
よう

されなかったとしても、
JGAハンディキャップ査

さ

定
てい

用
よう

として受
う

け入
い

れられません。

財団法人日本ゴルフ協会 (JGA)
〒104-0031　東京都中央区京橋 1-12-5  京橋 YSビル 2F

TEL.03-3566-0003　URL http://www.jga.or.jp/

各地区ゴルフ連盟

北海道ゴルフ連盟（HGA）
TEL.011-221-4564
URL http://www.hga.gr.jp

東北ゴルフ連盟（TGA）
TEL.022-225-5236
URL http://www.tga.gr.jp/

関東ゴルフ連盟（KGA）
TEL.03-6278-0005
URL http://www.kga.gr.jp/

中部ゴルフ連盟（CGA）
TEL.052-586-1345
URL http://www.cga.jp/

関西ゴルフ連盟（KGU）
TEL.06-6445-3556
URL http://www.kgu.gr.jp/

中国ゴルフ連盟（CGU）
TEL.082-247-2719
URL http://www.cgu.gr.jp

四国ゴルフ連盟（SGU）
TEL.089-990-3260
URL http://www.sgu.gr.jp/

九州ゴルフ連盟（GUK）
TEL.092-751-0955
URL http://www.guk.jp/

13.JGAハンディキャップ査
さ て い

定に採
さいよう

用されるスコアカードについて

無断複製転載を禁ず


